
事業承継に関する主な補助金
(一定の条件が必要です)

【福井県】
●県内企業M&A支援奨励金 
　 �売り⼿：10万円
　　 買い手：50万円
 ●企業価値向上補助金 
 　上限100万円（補助率2/3）

【福井市】
● 事業承継促進事業補助金 
 　上限15万円（補助率1/2）
●M&A加速化支援補助⾦
　 上限  5万円（補助率1/2）

補助金を活用した事業承継 個別相談会
～税理士同席による税務相談も対応～

こんな方におすすめです 

☑将来、事業を引き継ぐ予定はあるが、　
　何から始めればよいかわからない
☑後継者はいるが、準備の進め方に不安
　がある
☑事業承継に使える補助金・⽀援制度に
　ついて知りたい
☑今すぐではないが、10年以内に事業承
　継を考えている
☑税金対策が必要かどうか分からない

2026年5月29⽇(⾦)�17時まで

（福井市西木田2-8-1　福井商工会議所ビル　8Ｆ） 

０７７６－３３−８２７９ ↑お申込みはこちら

申込締切

福井県事業承継・引継ぎ支援センター

　 ★お申込後にセンターから⽇程調整のご連絡をします。

お
申
込
み

場 所 福井商工会議所ビル 会議室

相談員 福井県事業承継・引継ぎ支援センター 
専門相談員（中⼩企業診断⼠・税理⼠等）

共 催 福井県事業承継・引継ぎ支援センター
福井県中小企業活性化協議会
日本政策⾦融公庫

6.22026.
時 間 9：00～16：00

日�程

相談無料

4～

「補助金、使える？」 
　  「税⾦はどうなる？」

 　中小企業・小規模事業者の皆様が事業を後継者へ引き継ぐ際には、計画的に進めて

いくことが重要です。福井県・福井市より事業承継に関する補助金・奨励金等の施策

を活用し、円滑に事業承継を進めていただくことを目的として、個別相談会を開催い

たします。 当日は、実務経験が豊富な相談員から、現実的なアドバイスを得ることが

できます。この機会に、今後10年以内に事業承継を進めたいとお考えの経営者の皆様

は、一度ご相談ください。

※事前予約制／1社最大1時間

秘密厳守

火 木



　～注意事項～
　①反社会的勢力と関りがない旨の誓約
　　私、会社の実質的支配者もしくは会社の取締役、監査役、顧問等の

　　役員が、反社会的勢力に該当しないことを誓約します。

　②情報の取扱いについて
　　私の事業及び会社に関する情報は、ほかの事業承継・引継ぎ支援セン

　　ター、事業承継・引継ぎ支援全国本部および中小企業庁、各経済産業

　　局に提供されることに同意します。

　③資料の取り扱いについて
　　相談あるいは支援を受けるに際して、貴センターにお渡しする、会社

　　ないし事業に関する資料等は、相談あるいは支援が終了した段階で、

　　貴センターに廃棄されることを承知します。

お問い合わせ・お申込み先

経済産業省 近畿経済産業局
委託事業

福井県事業承継・

引継ぎ支援センター

〒918-8580　福井県福井市西木田2-8-1

福井商工会議所ビル8階

TEL.0776-33-8279

FAX.0776-33-8286
E-mail：info@fukui-shoukei.go.jp

FAX. ０７７６－３３－８２８６　福井県事業承継・引継ぎ支援センター
行

補助金を活用した事業承継 個別相談会申込書

上記の注意事項を確認・同意した上で、当社事業の承継に係る相談を申し込みます。

□　同意します。 同意していただければ☑を入れてください。

下記の枠内にご記入の上、FAXしてください。FAX受付後、当方より相談者にご連絡いたします。
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